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   Ｃ０１Ｂ  39/24     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  20/18     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  20/30     (2006.01)
   Ｃ１０Ｇ  25/03     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  37/10     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  29/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｂ  39/24    　　　　
   Ｂ０１Ｊ  20/18    　　　Ａ
   Ｂ０１Ｊ  20/30    　　　　
   Ｃ１０Ｇ  25/03    　　　　
   Ｂ０１Ｊ  37/10    　　　　
   Ｂ０１Ｊ  29/08    　　　Ｍ

【手続補正書】
【提出日】平成24年11月5日(2012.11.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミナに対するシリカのモル比として少なくとも１０のモル比を有するゼオライトＹ
を７００から１０００℃までの温度での焼成にさらすステップを含む変性ゼオライトＹを
調製するための方法であって、（ｉ）水蒸気の分圧が７００から８００℃までの温度で最
大で０．０６バール（６０００Ｐａ）であり、（ｉｉ）水蒸気の分圧が８００から８５０
℃までの温度で最大で０．０８バール（８０００Ｐａ）であり、（ｉｉｉ）水蒸気の分圧
が８５０から９００℃までの温度で少なくとも０．０３バール（３０００Ｐａ）であり、
（ｉｖ）水蒸気の分圧が９００から９５０℃までの温度で少なくとも０．０５バール（５
０００Ｐａ）であり、（ｖ）水蒸気の分圧が９５０から１０００℃までの温度で少なくと
も０．０７バール（７０００Ｐａ）である上記方法。
【請求項２】
　ゼオライトＹが、アルミナに対するシリカのモル比として１０を超えるモル比を有する
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　焼成が、２０分から５時間までの時間にわたって行われる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　焼成前のゼオライトＹが、アルミナに対するシリカのモル比として１３より大きいモル
比、２４．１０から２４．４０Åまでの範囲の単位セルの大きさ、及び少なくとも８７５
ｍ２／ｇの表面積を有する、請求項３に記載の方法。



(2) JP 2012-525320 A5 2012.12.20

【請求項５】
　請求項１から４までのいずれか一項に記載の方法によって得ることができるゼオライト
Ｙ。
【請求項６】
　アルミナに対するシリカのモル比として少なくとも１０のモル比を有するゼオライトＹ
であって、その赤外線スペクトルが、３７００ｃｍ－１にピークを有するが、３６７０ｃ
ｍ－１には実質的にピークがない上記ゼオライトＹ。
【請求項７】
　アルミナに対するシリカのモル比として少なくとも１０のモル比を有するゼオライトＹ
であって、過重水素化ベンゼンとの交換により測定したときに、最大で２０マイクロモル
／グラムの酸性度を有する上記ゼオライトＹ。
【請求項８】
　過重水素化ベンゼンとの交換により測定したときに、最大で１０マイクロモル／グラム
の酸性度を有する、請求項７に記載のゼオライトＹ。
【請求項９】
　ゼオライトを使用する方法であって、請求項１から７までのいずれか一項に記載の変性
ゼオライトＹを吸着剤として使用する上記方法。
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